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定期監査結果に対する措置等について 

 

令和６年２月２９日付監発第９６号により通知がありました定期監査結果に基づき、下

記のとおり講じた措置等について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第

１４項の規定により通知します。 

 

記 

 

課 名 監 査 結 果 措 置 内 容 

文化政

策課 

指摘

事項 

【支出事務】 

〇支出負担行為として整理する時期

から 3か月以上遅延したもの 

 令和５年度歳出予算に計上されて

いる史跡旧鐙屋修復事業に関わる駐

車場賃貸借（13台分）の支出負担行為

書を令和 6年 1月 9日に令和 5年 4月

1日まで日付を遡り起票していた。 

当該駐車場については令和４年度に

引き続き市が借用していたが、企画部

文化政策課の担当者が契約の事務手

続を怠ったため、令和 5年 4月 1日か

ら約 9か月間、駐車場の所有者との契

約を締結しないまま使用している状

態となっていた。 

今後は、複数の職員で確認するなど

事務の執行体制を改善すること。 

年度当初に予算措置されている業務

委託や賃貸借等の契約の一覧表を作成

して課の中で情報共有することにより、

契約手続や支出負担行為書の起票の漏

れがないかを課内で確認できるように

し、チェック体制の強化を図るととも

に、再発防止に努める。（３月４日 一

覧表データを作成し、課で共有した。） 

 


